
�－広報つくばみらい５月号（No.�4）－

行財政改革大綱と集中改革
プランを策定しました

　

市
で
は
、
さ
ら
な
る
行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
平
成
19
年
３
月
30
日

に
「
つ
く
ば
み
ら
い
市
行
財
政
改
革
大
綱
」
及
び
こ
の
大
綱
の
実
施
計
画
と
な

る
「
つ
く
ば
み
ら
い
市
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
地
方
自
治
法
で
い
う
「
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効

果
」
の
基
本
原
則
に
立
ち
、
行
財
政
改
革
大
綱
、
集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、

さ
ら
な
る
効
率
的
で
効
果
的
な
行
財
政
運
営
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

推
進
期
間

　

○
時
代
や
環
境
の
変
化
、
住
民
ニ
ー
ズ
、
国
及
び
県
の
制
度
改
正
に
合
わ
せ

　
　

た
柔
軟
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
平
成
18
年
度
を
起
点
と
し
て
、
平
成
21

　
　

年
度
ま
で
を
基
本
と
し
ま
す
。

行
財
政
改
革
の
基
本
方
針

　

○
自
律
し
た
行
財
政
運
営
の
推
進

　

○
市
民
が
主
役
の
市
政
の
推
進

　

○
行
政
の
透
明
化
の
推
進

　

○
経
営
的
観
点
に
よ
る
行
財
政
運
営
の
推
進

　

○
民
間
活
力
導
入
の
推
進

行
財
政
改
革
の
主
な
内
容

　

○
行
政
組
織
の
整
備

　
　
　

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
的
に
、
市
民
ニ
ー
ズ
、
社
会
経
済
の
情
勢

　
　

の
変
化
及
び
国
・
県
の
制
度
改
正
に
即
応
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
効
果
的
、

　
　

効
率
的
に
行
う
た
め
に
、
随
時
、
組
織
機
構
の
見
直
し
を
検
討
、
実
施
し

　
　

ま
す
。

　

○
新
行
政
運
営
手
法
の
導
入

　
　
　

行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
を
平
成
20
年
度
ま
で
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　

市
で
行
っ
て
い
る
事
務
事
業
を
必
要
性
、
効
率
性
、
有
効
性
な
ど
と
い
っ

　
　

た
観
点
か
ら
評
価
、
検
証
し
、
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ
（
計
画
）
→
Ｄ
Ｏ
（
実
施
）
→

　
　

Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｋ
（
評
価
）
→
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ(

見
直
し
）
の
サ
イ
ク
ル
で
検

　
　

証
を
行
う
こ
と
に
よ
る
事
務
の
効
率
化
、
適
正
化
を
図
り
、
健
全
な
行
政

　
　

運
営
、
財
政
確
保
さ
ら
に
は
職
員
の
意
識
改
革
を
図
り
ま
す
。

　

　

○
財
政
の
健
全
化

　
　
　

市
税
等
の
収
納
向
上
の
た
め
、
研
修
・
講
習
会
へ
の
積
極
的
参
加
、
徴

　
　

収
体
制
の
強
化
（
県
租
税
債
権
管
理
機
構
・
関
係
機
関
と
の
共
同
滞
納
整

　
　

理
・
全
庁
的
な
徴
収
体
制
・
民
間
委
託
な
ど
）、
口
座
振
替
の
推
進
、
新

　
　

た
な
収
納
方
法
（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
収
納
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

　
　

収
納
な
ど
）
の
導
入
等
を
検
討
し
、
収
納
率
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

　
　

市
税
（
国
民
健
康
保
険
税
を
除
く
）
収
納
率
：
93
．
０
％
（
平
成
17
年
度
）

　
　

→
93
．
６
％
（
平
成
21
年
度
）

　

○
事
務
事
業
の
見
直
し

　
　
　

窓
口
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
両
庁
舎
の
「
市
民
窓
口
課
」
で
実
施
し

　
　

て
い
ま
す
が
、
さ
ら
な
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
質
的
向
上
や
、
総
合
的
な
窓

　
　

口
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指
し
た
「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
」
の
検
討

　
　

を
含
め
、　

窓
口
業
務
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

　

○
人
材
育
成
と
定
員
管
理
・
給
与
等
の
適
正
化

　
　
　

給
与
等
の
適
正
化
や
職
員
数
の
定
員
管
理
に
つ
い
て
は
、
定
員
適
正
化

　
　

計
画
を
策
定
し
、
合
併
調
整
方
針
を
基
に
職
員
数
を
削
減
し
、
合
併
後
10

　
　

年
間
で
行
政
体
の
ス
リ
ム
化
を
図
り
ま
す
。

　
　

※
平
成
17
年
度
末
と
比
較
し
、
平
成
21
年
度
ま
で
に
は
、
６
．
６
％
削
減

　
　

す
る
。

　
　
（
３
７
７
人
→
３
５
２
人　

25
人
減
）

　
　

※
詳
細
な
情
報
は
、
市
役
所
各
庁
舎
玄
関
前
の
掲
示
板
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　
（http://w

w
w

.city.tsukubam
irai.lg.jp/

）
で
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

伊
奈
庁
舎
企
画
政
策
課　

　

☎ 
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︲ 

２
１
１
１

　
（
内
線
１
２
４
２
）


